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議案第２５号 

 

令和６年度水戸・勝田都市計画事業六ッ野 

       土地区画整理事業特別会計補正予算（第１号） 
 

 

 令和６年度ひたちなか市の水戸・勝田都市計画事業六ッ野土地区画整理事業特別会計補正予算は，次

に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２０，９６４千円を追加し，歳入歳出予算の総額を歳

入歳出それぞれ７６６，７９５千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は， 

 「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

（繰越明許費） 

第２条  地方自治法第２１３条第１項の規定により，翌年度に繰り越して使用することができる経費は，

「第２表 繰越明許費」による。 

（地方債の補正） 

第３条  地方債の変更は，「第３表  地方債補正」による。 

 

 

 

 

  令和７年 ３月 ３日 提出 

 

                        ひたちなか市長 大 谷   明 

 

  令和 年  月  日 議決 

 



(単位　千円)

2. 国庫支出金 173,385 △12,871 160,514

1. 国庫補助金 173,385 △12,871 160,514

4. 財産収入 147,400 43,084 190,484

1. 財産売払収入 147,400 43,084 190,484

5. 繰入金 225,568 △80,866 144,702

1. 繰入金 225,568 △80,866 144,702

6. 繰越金 1,000 64,817 65,817

1. 繰越金 1,000 64,817 65,817

8. 市債 198,200 6,800 205,000

1. 市債 198,200 6,800 205,000

745,831 20,964 766,795
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第１表　歳入歳出予算補正

款 項 補正前の額 補 正 額 計

　（歳　入）

 歳　　　　　入　　　　　合　　　　　計 

（単位 千円）

事 業 名 金 額

1 区画整理事業費 1 六ッ野土地区画 道路改良工事 94,825

整理事業費 擁壁工事 5,188

建築物移転補償 8,228

工作物移転補償 20,571

電柱移設補償 18,443

147,255

第２表  繰越明許費

款 項

合　計

1. 区画整理事業費 624,088 △13,806 610,282

1. 六ッ野土地区画整理事業費 624,088 △13,806 610,282

2. 公債費 120,743 34,770 155,513

1. 公債費 120,743 34,770 155,513

745,831 20,964 766,795

款 項 補正前の額 補 正 額 計

　（歳　出）

 歳　　　　　出　　　　　合　　　　　計 



 （変　 更） （単位 千円）

六ッ野公共団
体交付金事業
費

61,000 61,800

六ッ野公共団
体都市再生区
画整理補助事
業費

137,200 143,200

第３表　地方債補正

起債の目的

補 正 前 補 正 後

限 度 額
起 債 の
方 法

利 率 限 度 額

補正前
に同じ

起 債 の
方 法

利 率

普通貸借
又は証券
発行（た
だし，証
券発行の
場合にお
いて発行
価格が額
面金額を
下回ると
きは，そ
れぞれの
発行価格
差減額を
埋めるた
めに必要
な金額を
限度額に
加算した
金額を限
度額とす
る）

5.0%以内
（ただし，
利率見直し
方式で借り
入れる政府
資金及び地
方公共団体
金融機構資
金につい
て，利率の
見直しを
行った後に
おいては，
当該見直し
後の利率）

　政府資金に
ついては，そ
の融資条件に
より，銀行そ
の他の場合に
は，その債権
者と協定する
ところによ
る。ただし，
市財政の都合
により据置期
間及び償還期
限を短縮し，
又は繰上償還
若しくは低利
に借り換える
ことができ
る。

補正前
に同じ

補正前
に同じ

償 還の
方 法

償還の方法
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